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給与関係閣僚会議議事要旨 

 

 

開催日時：令和元年10月11日（金）  8:00 ～  8:06 

開催場所：総理大臣官邸３階南会議室 

出 席 者：菅  義偉  内閣官房長官 

武田  良太  国家公務員制度担当大臣 

麻生 太郎  財務大臣 

高市 早苗  総務大臣 

加藤 勝信   厚生労働大臣 

西村 康稔  内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

西村 明宏  内閣官房副長官 

岡田 直樹  内閣官房副長官 

杉田 和博  内閣官房副長官 

近藤 正春  内閣法制局長官 

議事内容： 

 

○菅官房長官：ただ今から給与関係閣僚会議を開催いたします。 
 ８月７日に行われた人事院勧告を受けての国家公務員の給与の取扱いについては、８

月８日に第一回の会議を開催し、御協議いただいたところでありますが、各府省におけ

るその後の検討を踏まえ、御意見をお伺いしたいと存じます。 
始めに、給与担当大臣である国家公務員制度担当大臣から御発言願います。 

○武田国家公務員制度担当大臣：一般職の国家公務員の給与につきましては、労働基本

権制約の代償措置の根幹をなす人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢の下、勧告どお

り改定する方針を決定することが適当であると考えます。 

特別職の国家公務員の給与については、おおむね一般職の国家公務員の給与改定に準

じて取り扱うことが適当であると考えます。 

○菅官房長官：次に、財務大臣から御発言願います。 
○麻生財務大臣：御存じのとおり現在の財政は極めて厳しい状況にありますけれども、

人事院勧告制度の趣旨、現在の経済政策の方向性等を勘案すると勧告どおり給与改定を

実施することに異存はありません。 
○菅官房長官：次に、総務大臣から御発言願います。 
○高市総務大臣：地方公務員の給与につきましては、国家公務員の給与改定に関する取

扱いが決定されれば、これを基本として決定すべきものであると考えます。 

また、地方公共団体における給与の適正化や適正な定員管理につきましても、これを

引き続き推進してまいりたいと考えております。 
○菅官房長官：次に、厚生労働大臣から御発言願います。 
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○加藤厚生労働大臣：本年の人事院勧告については、現下の経済・雇用情勢を踏まえ、

様々な角度から真剣かつ慎重な検討が加えられ、出されたものであると認識をしていま

す。 
私としては、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度を維持・尊重する立場

に立って、本日の会議において、勧告どおり給与改定を行う方針を決定することが適当

であると考えております。 
○菅官房長官：次に、経済財政政策担当大臣から御発言願います。 
○西村経済財政政策担当大臣：本年の人事院勧告については、景気のゆるやかな回復と

ともに、今世紀に入って最も高い水準の賃上げが６年連続で実現するなどの民間給与の

上昇を反映したものであり、経済の好循環の更なる拡大に寄与するものと考えておりま

す。 

人事院勧告を尊重するとの基本的立場から、勧告どおり給与改定を実施する方針を決

定することが適切と考えます。 

○菅官房長官：他に御意見のある方はございますか。 

これまでの検討状況を踏まえ、お配りいたしました閣議決定案及び内閣官房長官談話

案についてお諮りしたいと思います。これらについて御了承いただけますでしょうか。 
（一同了承） 

 ありがとうございます。この両案については御賛同をいただいたものとして所要の手

続を進めることといたします。 
なお、この際、国家公務員制度担当大臣から御発言があります。 

○武田国家公務員制度担当大臣：本日の決定に至る過程における関係閣僚の方々の御尽

力に感謝申し上げます。 
 この後開催される閣議におきまして、取扱方針の閣議決定案及び当該方針を踏まえた

給与法等改正法案について御決定をお願いしますので、よろしくお願いいたします。 
○菅官房長官：それでは、給与関係閣僚会議は、以上をもちまして終了することといた

します。 
 

以 上  


